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（２）申込
もうしこみ

期間
きかん

 

令和
れいわ

２年
ねん

１２月
がつ

１５日
にち

（火曜日
か よ う び

）から令和
れいわ

３年
ねん

１月
がつ

１２日
にち

（火曜日
か よ う び

）まで 

（３）提出
ていしゅつ

方法
ほうほう

 

次
つぎ

のうち、いずれかの方法
ほうほう

で、「８ 提出先
ていしゅつさき

・問
とい

合
あ

わせ先
さき

」に郵送
ゆうそう

又は持参
じさん

してください。 

ア 郵送
ゆうそう

による提出
ていしゅつ

 

      令
れい

和
わ

２年
ねん

１２月
がつ

１５日
にち

（火曜日
か よ う び

）から令
れい

和
わ

３年
ねん

１月
がつ

１２日
にち

（火曜日
か よ う び

）まで【必着
ひっちゃく

】 

※ 封筒
ふうとう

に朱書
しゅが

きで「採用
さいよう

選考
せんこう

申込
もうしこみ

（事務
じ む

嘱託員
しょくたくいん

・４月
がつ

１
つい

日
たち

採
さい

用
よう

）と記載
きさい

してください。 

イ 持参
じさん

による提出
ていしゅつ

 

受付
うけつけ

日時
にちじ

：令
れい

和
わ

２年
ねん

１２月
がつ

１５日
にち

（火曜日
か よ う び

）から令
れい

和
わ

３年
ねん

１月
がつ

１２日
にち

（火曜日
か よ う び

）までのう

ち、月曜日
げつようび

から金曜日
きんようび

までの午
ご

前
ぜん

８時
じ

３０分
ぷん

から午
ご

後
ご

５時
じ

まで 

※ 令
れい

和
わ

２年
ねん

１２月
がつ

２９日
にち

（火曜日
か よ う び

）から令
れい

和
わ

３年
ねん

１月
がつ

３日
みっか

（日曜日
にちようび

）まで 

及
およ

び１月
がつ

１１日
にち

（月曜日
げつようび

・祝日
しゅくじつ

）を除
のぞ

く。 
 

８  提 出
ていしゅつ

先
さ き

・問
とい

合
あ

わせ先
さき

 

世田谷区
せ た が や く

 総務部
そ う む ぶ

 人事課
じ ん じ か

 人事係
じんじがかり

（第
だい

１庁
ちょう

舎
しゃ

５階
かい

５０番
ばん

窓
まど

口
ぐち

） 

    〒１５４－８５０４ 東京都
とうきょうと

世田谷区
せ た が や く

世田谷
せ た が や

４－２１－２７  電話
でんわ

：５４３２－２１０４（直通
ちょくつう

） 

ファックス：５４３２－３００９ 

 

 

 【地
ち

方
ほう

公
こう

務
む

員
いん

法
ほう

第
だい

１６ 条
じょう

（欠格
けっかく

条 項
じょうこう

）】 

次
つぎ

の各号
かくごう

のいずれかに該当
がいとう

する者
もの

は、条 例
じょうれい

で定
さだ

める場
ば

合
あい

を除
のぞ

くほか、職 員
しょくいん

となり、又
また

は競 争
きょうそう

試験
しけん

 
若
も

しくは選考
せんこう

を受
う

けることができない。 
１ 禁錮

きんこ

以上
いじょう

の刑
けい

に処
しょ

せられ、その執行
しっこう

を終
お

わるまで又
また

はその執行
しっこう

を受
う

けることがなくなるまでの者
もの

 
２ 当該

とうがい

地方
ちほう

公 共
こうきょう

団体
だんたい

において懲 戒
ちょうかい

免 職
めんしょく

の処分
しょぶん

を受
う

け、当該
とうがい

処分
しょぶん

の日
ひ

から２年
ねん

を経過
けいか

しない者
もの

 
３ 人事

じんじ

委員会
いいんかい

又
また

は公平
こうへい

委員会
いいんかい

の委員
いいん

の職
しょく

にあって、第
だい

６０条
じょう

から第
だい

６３条
じょう

までに規定
きてい

する罪
つみ

を犯
おか

し、 
刑
けい

に処
しょ

せられた者
もの

 
４ 日本

にっぽん

国
こく

憲法
けんぽう

施行
しこう

の日
ひ

以後
い ご

において、日本
にっぽん

国
こく

憲法
けんぽう

又
また

はその下
もと

に成立
せいりつ

した政府
せいふ

を暴 力
ぼうりょく

で破壊
はかい

することを

主 張
しゅちょう

する政
せい

党
とう

その他
た

の団体
だんたい

を結成
けっせい

し、又
また

はこれに加入
かにゅう

した者
もの

 
※平

へい

成
せい

１１年
ねん

改
かい

正
せい

前
まえ

の民法
みんぽう

の規定
きてい

による準禁治産
じゅんきんちさん

の宣告
せんこく

を受
う

けている者
もの

は受験
じゅけん

できません（心神
しんしん

耗 弱
こうじゃく

を

原因
げんいん

とするもの以外
いがい

）。 
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≪募集
ぼしゅう

期間
き か ん

≫ 

令和
れ い わ

２年
ねん

１２月
がつ

１５日
にち

（火曜日
か よ う び

）から 

令和
れ い わ

３年
ねん

１月
がつ

１２日
にち

（火曜日
か よ う び

）まで 
 

※ この「障 害
しょうがい

のある方
かた

を対 象
たいしょう

とした世田谷区
せ た が や く

事務
じ む

嘱 託 員
しょくたくいん

採用
さいよう

選考
せんこう

」に申込
もうしこ

みをされた方
かた

は、

同期間
どうきかん

に 行
おこな

う「障害
しょうがい

のある方
かた

を対象
たいしょう

とした世田谷区
せ た が や く

図書館
としょかん

業務員
ぎょうむいん

採用
さいよう

選考
せんこう

」への申込
もうしこ

みはでき

ませんので、 予
あらかじ

めご了
りょう

承
しょう

ください。 

 

 

 

障 害
しょうがい

のある方
かた

を対 象
たいしょう

とした 

世田谷区
せ た が や く

事務
じ む

嘱 託 員
しょくたくいん

 

募集
ぼしゅう

案内
あんない
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１  職務
しょくむ

内容
ないよう

 

一般
いっぱん

事務
じ む

（①庁内
ちょうない

における文書
ぶんしょ

などの集配
しゅうはい

・運搬
うんぱん

・仕
し

分
わ

け、文書
ぶんしょ

のＰ
ぴー

Ｄ
でぃー

Ｆ
えふ

データ化
か

、②印刷室
いんさつしつ

における印刷物
いんさつぶつ

の作成
さくせい

・仕
し

分
わ

け・運搬
うんぱん

、③その他
た

庁
ちょう

内
ない

における事務
じ む

など） 

 

２  勤務
きんむ

場所
ばしょ

   

区
く

役所本
やくしょほん

庁舎内
ちょうしゃない

事務室
じ む し つ

（東京都
とうきょうと

世田谷区
せ た が や く

世田谷
せ た が や

４－２１－２７）など 

※ 総合支
そうごうし

所内
しょない

事務室
じ む し つ

などでの勤務
きんむ

となる場合
ばあい

があります。 

※ 任用
にんよう

期間
きかん

の途中
とちゅう

で、勤務
きんむ

場所
ばしょ

が変更
へんこう

となる場合
ばあい

があります。 

 

３  応
おう

募
ぼ

資
し

格
かく

及
およ

び募
ぼ

集
しゅう

人
にん

数
ずう

 

次
つぎ

の区分
くぶん

ごとの応募
おうぼ

資格
しかく

に該当
がいとう

する方
かた

。ただし、地
ち

方
ほう

公
こう

務
む

員
いん

法
ほう

等
とう

で選考
せんこう

を受
う

けることができないと

されている方
かた

（４ページ参照
さんしょう

）は応募
おうぼ

できません。 

区分
くぶん

 応募
おうぼ

資格
しかく

 募集
ぼしゅう

人数
にんずう

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の交付
こうふ

を受
う

けている方
かた

 若干
じゃっかん

名
めい

 

知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

 
・療育

りょういく

手帳
てちょう

の交付
こうふ

を受
う

けている方
かた

（※） または 

・児童
じどう

相談所
そうだんじょ

などにより知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

であると判定
はんてい

された方
かた

 
若干
じゃっかん

名
めい

 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほけん

福祉
ふくし

手帳
てちょう

の交付
こうふ

を受
う

けている方
かた

 若干
じゃっかん

名
めい

 

※ 療育
りょういく

手帳
てちょう

の名称
めいしょう

は、交付
こうふ

している地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

により異
こと

なることがあります。例
たと

えば、

東京都
とうきょうと

が交付
こうふ

している療育
りょういく

手帳
てちょう

については「愛
あい

の手帳
てちょう

」という名称
めいしょう

が付
ふ

されています。 

 

４  勤務
きんむ

条 件
じょうけん

 

（１）任用
にんよう

期間
きかん

  令和
れいわ

３年
ねん

４月
がつ

１
つい

日
たち

から令
れい

和
わ

４年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

まで 

※ 勤務
きんむ

実績
じっせき

を考慮
こうりょ

し、能力
のうりょく

実証
じっしょう

を行
おこな

った上
うえ

で、再度
さいど

の任用
にんよう

をする制度
せいど

が

あります。 

（２）勤務
き ん む

日数
にっすう

  月
つき

１６日
にち

 

（３）勤務
き ん む

時間
じかん

  １日
にち

７時間
じかん

 午前
ごぜん

９時
じ

から午後
ご ご

５時
じ

まで（うち休憩
きゅうけい

時間
じかん

１時間
じかん

あり） 

※ 勤務
きんむ

場所
ばしょ

によっては、上記
じょうき

以外
いがい

の時間帯
じかんたい

となる場合
ばあい

があります。 
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（４）報
ほう

  酬
しゅう

 ① 報酬
ほうしゅう

月額
げつがく

 １４８，９７５円
えん

（地域
ちいき

手
て

当
あて

相
そう

当
とう

分
ぶん

含
ふく

む。）※令和２年度現在の額 

② 期末
き ま つ

手当
て あ て

 一定
いってい

の要件
ようけん

を満
み

たす場
ばあい

合は、期末
きまつ

手当
てあて

の支給
しきゅう

があります。 

※ 交通費
こうつうひ

別途
べっと

支給
しきゅう

 

（５）社会
しゃかい

保険
ほ け ん

  健康
けんこう

保険
ほけん

、厚生
こうせい

年金
ねんきん

保険
ほけん

、雇用
こよう

保険
ほけん

の適用
てきよう

があります。  

（６）公務
こうむ

災害
さいがい

補償
ほしょう

等
とう

 公務
こうむ

災害
さいがい

補償
ほしょう

等
とう

が適用
てきよう

となります。 

（７）休
きゅう

  日
じつ

  原則
げんそく

、土
ど

曜日
ようび

・日
にち

曜日
ようび

・祝日
しゅくじつ

 

（８）休
きゅう

  暇
か

  年次
ねんじ

有給
ゆうきゅう

休暇
きゅうか

その他
た

条例
じょうれい

等
とう

に規定
きてい

する休暇
きゅうか

等
とう

の制度
せいど

があります。 

（９）身
み

分
ぶん

  地方
ちほう

公務員法
こうむいんほう

第
だい

２２条
じょう

の２第
だい

１項
こう

第
だい

１号
ごう

に基
もと

づく一
いっ

般
ぱん

職
しょく

の非常勤
ひじょうきん

職員
しょくいん

 

（１０）そ の 他
た

   地方
ちほう

公務員法上
こうむいんほうじょう

の服務
ふくむ

に関
かん

する規定
きてい

が適用
てきよう

となり、これに違反
いはん

した場合
ばあい

には 

懲戒
ちょうかい

処分
しょぶん

等
とう

の対象
たいしょう

となることがあります。 
 

５  選考
せんこう

方法
ほうほう

   

第
だい

１次
じ

選
せん

考
こう

 書類
しょるい

選考
せんこう

 

第
だい

２次
じ

選考
せんこう

 面
めん

接
せつ

及
およ

び実
じつ

技
ぎ

（業務
ぎょうむ

遂行
すいこう

に必要
ひつよう

な作業
さぎょう

） ※ 令
れい

和
わ

３年
ねん

１月
がつ

３０日
にち

（土曜日
ど よ う び

）予定
よてい

 
 

６  選考
せんこう

結果
けっか

    

第
だい

１次
じ

選
せん

考
こう

結
けっ

果
か

は、合否
ごうひ

に関
かか

わらず全
ぜん

員
いん

の方
かた

に郵送
ゆうそう

します。 

令和
れいわ

３年
ねん

１月
がつ

２６日
にち

（火曜日
か よ う び

）を過
す

ぎても結果
けっか

通知
つうち

が届
とど

かない場合
ばあい

は、お問
と

い合
あ

わせください。  
 

７  申 込
もうしこみ

方法
ほうほう

 

次
つぎ

のとおり、申込書
もうしこみしょ

等
とう

を世田谷区
せ た が や く

総務部
そ う む ぶ

人事課
じ ん じ か

人事係
じんじがかり

へ提出
ていしゅつ

してください。なお、ご提
てい

出
しゅつ

いた

だいた申込
もうしこみ

書
しょ

等
とう

の返却
へんきゃく

はできませんので、 予
あらかじ

めご了 承
りょうしょう

ください。 

（１）申込
もうしこ

みに必要
ひつよう

な書類
しょるい

 

① 障害
しょうがい

のある方
かた

を対象
たいしょう

とした世田谷区
せ た が や く

事務
じ む

嘱託員
しょくたくいん

採用
さいよう

選考
せんこう

申込書兼
もうしこみしょけん

履歴書
りれきしょ

 

※ 区分
くぶん

ごとに採用
さいよう

選考
せんこう

を行
おこな

いますので、申込
もうしこ

みをする区分
くぶん

に○
まる

をしてください。 

※ 複数
ふくすう

障害
しょうがい

のある方
かた

もいずれか一
ひと

つの申込
もうしこみ

区分
くぶん

に○
まる

をしてください。 

※ 裏面
りめん

の応募
おうぼ

の動機
どうき

、抱負
ほうふ

は、原則
げんそく

として申込者
もうしこみしゃ

本人
ほんにん

が自筆
じひつ

してください。自筆
じひつ

が難
むずか

しく、

他
ほか

の方
かた

が代筆
だいひつ

した場合
ばあい

は、その旨
むね

を記載
きさい

してください。ただし、署名欄
しょめいらん

については、必
かなら

ず

申込者
もうしこみしゃ

本人
ほんにん

が自筆
じひつ

してください。 

② 世田谷区
せ た が や く

における勤務
きんむ

経歴
けいれき

等
とう

確認票
かくにんひょう

 


